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■ 地方行政の公共交通政策は「何のために」必要か？

０．はじめに

「高齢者の移動手段確保」に注目が集まるが･･･

市民生活を支える地域公共交通の多くは不採算。

専ら自家用車で移動する人が「移動手段確保」を考える不思議。

営業所撤退や大幅減便、補助金要望のカミングアウトも起こる。

公共交通政策の｢唯⼀解｣は存在しない。
｢公共交通＝移動困難者対策｣と狭く捉えるだけでは

移動困難者対策も地域創⽣も実現しない︕

【欠損補助？】 「使える」ルート・ダイヤを確保する視点はある？

【運賃助成？】 自主返納限定の中途半端

【コミバス・自治体バスの拡大？】 乗務員不足で拡大困難に

【デマンド交通？】 ドア・ツー・ドアが最適解とは限らない

【新技術の活用？】 地域課題との「なじみ」は未だ不確実
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③ 多様化・小口化するニーズ

駅、学校、大型店、総合病院といった「最大公約数」の目的地施

設では、カバーできないニーズが拡大している。

１．地域の「移動」と「おでかけ」 何が問題か？

① 自家用車の運転可否による活動機会の格差

地方部は、駅周辺に住宅や目的地施設が集中して立地している

わけではなく、自家用車の保有で高いモビリティを獲得してきた。

運転免許返納が叫ばれるが、自家用車の運転を継続する生活と

中止する生活との間には、物理的・心理的「ギャップ」が存在。

④ 「担い手不足」の顕在化

生産年齢人口が減少（過去20年：8,000→7,000万人）し、モビリティを支

える担い手（運行＋運営の両面で）の不足が顕著に。

② 大半の市民は、「移動の問題」は「自分ごと」ではない！

運転可否に関わらず「行きたい場所が少なくなった」と回答。

免許を持たない高齢者は「外出がおっくうになった」「外出頻度が

減少した」と答える割合が有意に高い。

■ 福島県南相馬市民のアンケート調査（2015年8月実施）

後期高齢者の「5年前の外出状況との比較」

⾃家⽤⾞の運転を中⽌することで、活動機会が低下
「おでかけの楽しみ」が失われつつある現実

行き たい場所が減少し た 51.9% 40.0%

外出がおっ く う になっ た 70.4% ( +) ** 39.7% ( -) **

外出頻度が減少し た 77.8% ( +) * 53.6% ( -) *

5年前から の変化
自家用車を運転でき なく なっ た

該当（ n =27） 非該当（ n =345）

( +) 有意に多い， ( -) 有意に少ない／** p<0.01 , * p<0.05

２．自家用車の運転可否と活動機会との関連
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■ 日本のバス事業・・・稀有な「収益事業」としての歴史

需給調整規制（～2002年）では、国はエリア独占を認める一方、

採算部門の収益で不採算路線を維持する「内部補助」が原則。

サービス水準の切り下げが利用者の逸走を加速した。

小さな「政策的関与」と「負のスパイラル」

利用者減

サービス
切り下げ

生産性
低下

投入資源
リスク

南北線全線開業から東西線開業までの
22年間・・・仙台市バスのサービスを1%
低下させると、1.4％利用者が減少した。

３．日本の地域公共交通が抱える課題

■ タクシーの実働率低下

東北運輸局管内の一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地

域もしくは準特定地域に指定された営業区域が対象。

過去の実働率と比較して、直近の実働率は総じて低下。

青森交通圏（法人タクシー） 0.75 0.79 ~ 0.92
八戸交通圏（法人タクシー） 0.73 0.78 ~ 0.84
弘前交通圏 0.80 0.81 ~ 0.84

岩手 盛岡交通圏（法人タクシー） 0.74 0.78 ~ 0.87
秋田 秋田交通圏（法人タクシー） 0.69 0.78 ~ 0.88
宮城 仙台市（法人タクシー） 0.77 0.84 ~ 0.92
山形 山形交通圏（法人タクシー） 0.69 0.74 ~ 0.87

福島交通圏（法人タクシー） 0.75 0.83 ~ 0.87
郡山交通圏（法人タクシー） 0.76 0.83 ~ 0.90
会津若松市 0.65 0.72 ~ 0.79
その他 0.60

福島

平成28

年度
a

平成13年度または

平成24～28年度の

平均値
b,c

（不詳）

交通圏・市名県名

青森

３．日本の地域公共交通が抱える課題
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市民

市町村 交通（バス）

事業者補助金を求める

赤字路線の補助

運行費補助を受けても内部留保
に乏しく、「投資」できない。

行政運営型の以外の公共交通には無関
心になりがち。財政出動を減らしたい。

要望以外には、ほとんど
関与しない（機会もない）。
廉価な運賃を望む。

都道府県
国

地域公共交通の
確保・維持・改善

■ 日本の地域公共交通は「コストシェアリング」の発想不在

⼀律の政策・制度は限界
⇒「協議会」⽅式の重視

３．日本の地域公共交通が抱える課題

■ 「空間やコンテンツ」と「移動」を両輪で考える

多くの交通は派生需要。地域ごとに「異なる魅力」（例：賑やかな街、

豊かな郊外･･･）があることで、交通行動は生まれる。

 土地利用計画、施設整備計画、観光政策・・・との連関

MaaS・自動運転・デマンド交通

グリスロなど新たな移動ツール

は「打ち出の小槌」ではない。

モビリティの選択肢を豊かにす

る取り組みの試行錯誤を積み

重ね、市民の交流を促し、暮ら

しを支援することが重要。

魅力的な空間やコンテンツを創り、育てる

某市の駅前再開発
商業ビルとして建設も、空きテナント
が増え、市役所本庁舎を移転。この市
は全域をデマンド交通でカバー。

移動の選択肢を多様にする

４．求められる「地域公共交通マネジメント」
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■ 交通政策基本法（2013.12.4施行）

（交通に関する施策の推進に当たって基本的認識）

第二条 交通に関する施策の推進は、交通が、国民の自立した日

常生活及び社会生活の確保、活発な地域間交流及び国際交流並

びに物資の円滑な流通を実現する機能を有するもの・・・以下略

① 「生活」を支える地域公共交通→「くらしの足」の対流

＞ 移動手段として公共交通サービスが「使える」ことの重視

② 「交流」を支える地域公共交通→「おでかけの足」の対流

＞ 観光者と観光対象をつなぐ交通

＞ 自ら交通して活動する機会創出（「おでかけ」固有の価値）

（交通に関する施策の推進に当たって基本的認識）

第二条 交通に関する施策の推進は、交通が、国民の自立した日

常生活及び社会生活の確保、活発な地域間交流及び国際交流並

びに物資の円滑な流通を実現する機能を有するもの・・・以下略

市⺠の⽣活を守り、交流機会をつくる地域公共交通を
ビジネス(経済)と合意形成(社会)で創出・継続する

プロセス･･･『地域公共交通マネジメント』

４．求められる「地域公共交通マネジメント」

地域公共交通の「課題」を発見・共有し、「何を目指して」政策を進

めるのか、そのための道標や役割分担を定める＝「全体計画」

＞ 政策の継続性を担保するための道具

地域公共交通活性化・再生法の法定協議会（本協議会）は「参加応

諾義務」と「結果尊重義務」が発生し、主体間の連携に作用

立地適正化計画をはじめ、自治体政策との「対話」を重視

＞ 数値目標も含め「こまめ」に見直す（チューニング）

地域公共交通会議（本協議会）

地域の実情に応じた乗合輸送の態様・運賃、自家用有償旅客運

送の必要性に関する協議

→ 規制（例：総括原価方式）にとらわれない発想ができる

■ 本協議会✕地域公共交通計画＝公共交通の「特区」

地域公共交通計画（現在の地域公共交通網形成計画）

４．求められる「地域公共交通マネジメント」
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原則全自治体が策定： 複数市町村での策定を推奨

乗合バス運行費補助との連動： 計画への位置づけを必須に

数値指標に基づくマネジメントをガイドライン化

「地域公共交通計画」策定の努力義務化

従来の「再編事業」の対象を拡大。複数路線の等間隔運行（減便

を伴うものも可）、乗合バス以外の（事実上の）「協議運賃」も対象

独占禁止法特例法案： 複数事業者間の「共同経営」が可能に

「地域公共交通利便増進事業」の創設

地域旅客運送サービス継続事業：

廃止のカミングアウトへの対応策を「実施計画」として認定

自家用有償：「事業者協力型」の創設。「引き算方式」への転換

新モビリティサービス事業の創設：運賃届出のワンストップ化

輸送サービスの継続や技術革新への対応

５．地域公共交通関連法改正－何が変わる？

■ 「束ねて×減らす」取り組みの重視

八戸駅・中心街間の路線バス（複数事業者）運行計画を市の調

整で一体的に設定。運行間隔平準化と減便による「生産性の向

上」と「分かりやすさ・便利さ」の両立を図る。

中⼼街⽅⾯発⾞時刻（⼋⼾駅発／午前9時台）
Before

（112.5回）
11
③

23
①

27
③

40
①

43
③

50
②

58
③

59
①

After
（90.5回）

0
①

10
①

20
①

30
①

40
①

50
①

八戸駅線共同運行化（2008年～）

乗⾞⼈員増（＋6.4%） × 運⾏費⽤減 ＝ ⿊字化
「束ねて×減らす」は、運⾏間隔平準化の「質保証」と

表裏⼀体。利便増進事業の対象化で進めやすく︕
複数事業者の場合でも「独禁法適⽤除外」の道が開く︕

５．地域公共交通関連法改正－何が変わる？
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■ 乗合バス以外の「事実上の協議運賃」が可能に

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（改正後）

第二条 十三 地域公共交通利便増進事業

ニ 利用者が期間、区間その他の定められた条件の範囲内で地域公共交通を利
用することができる運賃又は料金の設定その他の利用者の利便を増進する運賃
又は料金の設定

乗合バスの「協議運賃」に見られる、総括原価方式に依らない価

格（運賃等）の設定が、利便増進事業の認可で可能に。

 MaaS構築を見据えた「価格戦略」には，利便増進事業の活

用が有効（「値付け」の意思決定を交通事業者に残す＋「価

格戦略」で輸送サービスの「選択肢」を増やす）

 新モビリティサービス事業は，輸送サービスの「選択肢」が多

い大都市圏，観光ニーズに応える広域圏の活用が中心か？

（「旅行業法」「企画乗車券」の活用）

５．地域公共交通関連法改正－何が変わる？

■ 「小さな交通」を「育てる」しくみの構築

移動ニーズが小口化・多様化するなか、「小さな交通」のシーズを

みんなで「育てる」しくみの構築が必要。

 情報技術の活用は「目的」に非ず。多主体が共創する契機に。

 現状の公共交通サービスの適材適所化との連動。

写真：沼津市資料

グリーンスローモビリティ
沼津港⇔沼津駅間で試⾏。観光客
が中⼼市街地に⽴ち寄る契機に。
← 多主体の「出資」で本格運⾏へ

地域起点の移動サービス
⾏政・地域住⺠・交通事業者
が「できること」を紡ぎあわ
せて、地域課題を解決︕

利⽤者の選択性を⾼める
タクシーサービス

定額制導⼊，⽣活⽀援と⼀
体になった付加価値サービ
スなど，IT化で「できるこ
と」が増えている。

５．地域公共交通関連法改正－何が変わる？
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■ ｢何を目指しているか？｣「合理的な提供方法か？」

確保維持改善計画、自己評価、予算要求の「主要３タイミング」を

念頭に、「年間」そして「計画期間中」の行動指針を明確にしたい。

沼津市地域公共交通網形成計画

５．地域公共交通関連法改正－何が変わる？

地域公共交通を考える＝地域に笑顔を⽣み出すこと
･･･そのために｢考え抜く｣場が本協議会
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